
【令和８年度】宮古市空家等利活用補助金（解体撤去）について 

 

次のとおり、空き家所有者が空き家を解体撤去する場合の解体撤去費用の一部を補助しま

す。補助金の申請を希望される方は、以下の内容をご確認の上、宮古市までお問い合わせくだ

さい。 

 

１ 申請受付期間について 

 申請受付期間は、令和８年４月１日から令和８年６月 30日までとします。 

 なお、申請受付および審査等の終了後、市の予算に残額が生じることとなった場合はあらた

めて募集を行うこととします。 

 

２ 補助金の交付要件について 
 補助金の主な交付要件は、以下のいずれにも該当する方です。 

■ 市内に空き家を所有している方又はその相続人であること（個人の所有に限られます。） 

■ 法定耐用年数を経過した空き家を解体撤去すること 

 

法定耐用年数とは 

・・・減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める耐用

年数のことを指します。具体例は以下のとおりです。 

◆ 木造住宅の場合：22年 

◆ 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造住宅の場合：47年 

◆ れんが造・石造・ブロック造住宅の場合：38年 

 

３ 補助金額について 
補助金の額は、解体撤去工事費の１/３（千円未満の端数切捨て）が対象となります。補助

上限額は住宅不良度※1に応じて以下のとおりとします。 

区 分 上 限 額 要 件 

不良住宅 ７０万円 住宅不良度※1の評点が100点以上の場合 

不良住宅非該当 ３０万円 住宅不良度※1の評点が100点に満たない場合 

※1 住宅不良度 

…「住宅地区改良法施行規則」に規定する住宅不良度の測定方法に準じ市が判定します。 

  



４ 補助金交付の流れ 

 

【申請者】 【宮古市】

①工事見積

②補助金交付申請 ③受理・審査

⑤工事契約締結 ④交付決定

⑥工事着手・着手届

⑦工事実施

⑧工事完了・完了報告書 ⑨受理・確認

⑪補助金請求 ⑩交付額確定

⑫補助金の支払い

⑬補助金受領

宮古市空家等利活用補助金（解体撤去）交付の流れ



５ 必要書類 
 申請に必要な書類は、以下のとおりです。 

No 内 容 

(１) 補助金交付申請書 

(２) 本人確認書類の写し（免許証やマイナンバーカードなど） 

(３) 工事見積書の写し（工事内訳明細が分かるもの） 

(４) 解体撤去を行う空き家の位置図 

(５) 解体撤去を行う空き家の平面図 

(６) 解体撤去を行う空き家の外観写真 

(７) 他の相続人、共有者等の同意書（該当する場合のみ※2） 

(８) 
解体撤去を行う空き家の用途、構造、建築年次及び権利関係を証明できる書類の写

し（登記簿等） 

（９） 
住宅不良度の評点が１００点以上であることが確認できる書類（不良住宅に該当す

る場合のみ） 

 

※2 同意書等が必要な場合は、以下のとおりです。 

① 申請者が空き家の相続人であり、他に相続人がいる場合 

  → 他の相続人の全員から事業実施に関する同意書の提出のほか、所有者と相続人と

の関係性が分かる戸籍の提出が必要になります。 

② 空き家に抵当権を設定している場合 

  → 抵当権設定者及び全ての権利者から事業実施に関する同意書の提出が必要です。 

③ 空き家が共有である場合 

  → 他の共有者の全員から事業実施に関する同意書の提出が必要です。 

 

 

  



６ その他特記事項 
補助金は予算の範囲で交付します。申請件数が予算範囲を上回る場合、以下の採点項目によ

る点数上位の申請者から優先して補助金を交付するものとします。この結果、申請しても交付

されない場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

項 目 ５点 ３点 １点 ０点 

申請者の所得・

課税状況 

住民税均等割非

課税者 

課税者で総所得

100万円以下 

課税者で総所得

300万円以下 
左記以外 

住宅不良度※1 200点以上 100～199点 1～99点 0点 

跡地活用方法 
自己の居住等の

ため建物を新築 

売却・譲渡・地

主へ返却 
左記以外で利用 活用予定なし 

空き家の所在地 用途区域内 都市計画区域内 - 左記以外 

 

■ 審査の過程で対象空き家への立入調査を実施することがありますので、調査時の立会等

にご協力願います。 

■ 工事については、補助金交付決定後に契約を締結し、着工する必要があります。 

■ 令和９年３月 10日までに、工事の完了および実績報告書の提出が必要となります。 

 

 

【お問い合わせ】宮古市企画課 企画創生係 （直通）０１９３－６８－９０６４ 


